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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月２７日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市江埼東岸 

 江埼灯台から真方位０６９°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.５′ 東経１３４°５９.９′） 

事故の概要  プレジャーボート龍生
りゅうせい

Ⅱは、漂泊中、浅瀬に乗り揚げた。 

龍生Ⅱは、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年５月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート 龍生Ⅱ、２.８トン 

２９４－２４５９４兵庫、個人所有 

９.５６ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.１kＷ、昭和５８年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２３年５月１９日 

免許証交付日 平成２７年９月２４日 

        （令和３年５月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼及び舵板に曲損、船底外板に擦過傷、機関に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮流 東南東流約１.

５ノット 

淡路市には、４月２６日２０時１６分に強風注意報（平均風速１５

m/s 以上）及び波浪注意報（有義波高１.５ｍ以上）が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同僚及びその知人（以下「同乗

者」という。）６人を乗せ、平成３１年４月２７日０７時１０分ごろ

江埼北方沖の水深約６０ｍの釣り場に到着し、機関を中立運転として

漂泊しながら釣りを行った後、釣り場を移動して再び釣りを開始し

た。 
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船長は、０７時４０分ごろ、操舵室外側右舷側の機関室換気口から

煙が出ているのを認め、機関室内の排気管に新しく巻かれた断熱材か

ら発煙していると思ったものの、出航前にエンジンオイルの点検をし

ていなかったこともあり、機関に何らかの異状が生じているのではな

いかと考え、機関室を確認することとした。 

船長は、本船の周囲を確認したところ、距岸が目測で５００ｍ程度

であり、短時間であれば本船が陸岸まで圧流されることはないと思

い、機関を停止して操舵室内前方下部にある機関室に入った。 

船長は、機関室で排気管の断熱材から発煙しているのを確認し、ブ

ロワー（通風機）を作動させて換気を行い、エンジンオイルの点検な

どの作業を行っていたところ、０７時５０分ごろ船底に衝撃を感じ

た。 

船長は、機関室を出て操舵室の外に出たところ、本船が船首を北東

方に向けた状態で江埼東岸の浅瀬に乗り揚げているのを認め、機関を

後進に入れたものの離礁できなかったので、携帯電話で１１８番通報

を行った。 

船長及び同乗者６人は、自力で退船して陸上に移動した。 

本船は、付近の漁業協同組合の漁船に引き出されたものの、船底の

海水取入口が破損して機関室が浸水していたので、付近の造船所で応

急修理を行い、船長が手配した業者により兵庫県明石市の係留場所に

えい
．．

航された後、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、本事故の約３か月前、本船の機関整備時、機関室の排気管

に新しい断熱材が巻かれ、整備業者から、最初の運転時に排気管の過

熱によって断熱材の接着剤が溶けて発煙するが、いずれ収まることを

聞いていた。 

本事故当日は、機関室の排気管に新しい断熱材を巻いてから初めて

の出航であった。 

船長は、機関室を出て操舵室の外に出たところ、機関室に入る前よ

りも風が強くなっていると感じ、海面に白波が立っているのを認め

た。 

船長は、同乗者６人に、操縦席を離れて機関室に入ることを伝えな

かった。 

同乗者６人は、釣りに夢中になっており、本船が圧流されているこ

とに気付いていなかった。 

船長は、出航前、テレビ及びスマートフォンで気象情報を確認して

いたが、淡路市に強風及び波浪注意報が発表されていることを知らな

かった。 

船長及び同乗者６人は、救命胴衣を着用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、江埼北方沖において、強風及び波浪注意報が発表されてい

る状況下、漂泊して釣り中、船長が、機関室換気口から煙が出ている

のを認めた際、機関室内の排気管に新しく巻かれた断熱材から発煙し

ていると思ったものの、出航前にエンジンオイルの点検をしていなか

ったこともあり、機関に何らかの異状が生じているのではないかと考

え、短時間であれば本船が陸岸まで流されることはないと思い、機関

を停止して機関室の状況を確認していたことから、北寄りの風及び東

南東流によって陸岸に向けて圧流され、江埼東岸の浅瀬に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、江埼北方沖において、強風及び波浪注意報が発

表されている状況下、漂泊して釣り中、船長が、機関を停止して機関

室の状況を確認していたため、北寄りの風及び東南東流によって陸岸

に向けて圧流され、江埼東岸の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海上で機関を停止して作業を行う際は、風潮流による圧流を考慮

した海域で行うこと。 

 ・発航前点検を確実に行うこと。 

・船長は、操縦席を離れる際は、同乗者に声をかけ、異状がある際

は知らせるよう依頼することが望ましい。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

係留場所 
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事故発生場所 

（平成３１年４月２７日 

０７時５０分ごろ発生） 

大阪湾 

江埼灯台 

播磨灘 

兵庫県淡路市 

兵庫県神戸市 

明石海峡大橋 

船長が機関を停止して機関室に入った場所 

淡路島 

兵庫県 

大阪府 
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写真１ 本船 

 


